
令和５年１０月よりインボイス制度に対応いたします 

 
 令和５年１０月より、水道・下水道の納付書「水道・下水道使用料金納入通知

書兼領収証」及び検針票「水道・下水道使用水量・料金のお知らせ」をインボイ

ス制度（適格請求書等保存方式）に対応いたします。 

 
１．「水道・下水道使用料金納入通知書兼領収証」 

 
*精算等により請求額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。 

 

２．「水道・下水道使用水量・料金のお知らせ」 

    *１１月検針分より対応。 
 

３．インボイス登録番号 

・遠別町簡易水道特別会計 Ｔ－6800020005578 

・遠別町下水道特別会計  Ｔ－7800020005577 

 

 

遠別町簡易水道特別会計 T6800020005578 

遠別町下水道特別会計  T7800020005577 

消費税額・消費税率 

インボイス登録番号 

遠別町簡易水道特別会計 T6800020005578 

遠別町下水道特別会計  T7800020005577 

消費税額・消費税率 

インボイス登録番号 


